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平成25年（行ウ）第5号島根原子力発電所3号機原子炉設置変更許可処分無効確認等請求事件

平成25年（ワ）第84号島根原子力発電所3号機運転差止等請求事件

原告井口隆史外427名

被告中国電力株式会社外1名

里

準備書面2

2月I巧日平成26年1

松江地方裁判所民事部合議係御中

被告中国電力株式会社訴訟代理人
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一

略語例

原子炉等規制法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和32年法律第166号）

←

本件原子力発電所 島根原子力発電所1号機，2号機及び3号機

（なお，特定の基を示すときは，例えば「本件原子

力発電所1号機」と表す｡）
0

格納容器 原子炉格納容器

福島第一原子力発電所事故 東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発

生した平成23年東北地方太平洋沖地震に起因する

事故

e
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はじめに

関西電力株式会社大飯発電所3,4号機（以下「大飯発電所」という｡）に係

る福井地裁平成26年5月21日判決．判例時報2228号72頁（以下「福

井地裁判決」という。なお，同判決に対しては，被告である関西電力株式会社

が控訴を申し立て，控訴事件は，現在，名古屋高等裁判所金沢支部に係属して

いる｡）は，人格権をすべての法分野において，最高の価値を持つものと位置付

け，生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害の

おそれがあるときは，人格権に基づいて侵害行為の差止めが請求できるとの一

般論を述べた上で，大きな自然災害や戦争以外でこの根源的な権利が極めて広

汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは，原子力発電所の事故のほか

は想定し難いとする。

そして，福井地裁判決は，原子力発電所の危険性の本質及びそのもたらす被

害の大きさは，福島第一原子力発電所事故を通じて明らかになったのであるか

ら，大飯発電所についてかような事態を招く「具体的危険性が万が一でもある

のか」が判断の対象とされるべきであると判示した。さらに，その判断は’原

子炉等規制法をはじめとする行政法規の在り方，内容によって左右されるべき

ものではなく，上記の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきであり，また’

かかる裁判所の判断には，必ずしも高度の専門技術的な知識知見を要するも

のではないと判示した。

福井地裁判決は，上記のような解釈に基づき，原子力発電所においては，「止

める｣，「冷やす｣，「閉じ込める」の三つが揃って初めてその安全性が保たれる

ところ，大飯発電所には，地震の際の「冷やす」という機能と「閉じ込める」

という構造において欠陥があると断じ，大飯発電所に係る安全技術及び設備は

確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであ

ると認めざるを得ないとして，大飯発電所から250キロメートル圏内に居住

する者は，大飯発電所の運転によって直接的にその人格権が侵害される「具体
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一

的な危険」があると認定し，原告の運転差止請求を認容したものである。

しかしながら，福井地裁判決は，人格権に基づく差止請求の要件である「具

体的危険性」の判断に関して，それが「万が一でもあるのか」が判断の対象と

なるとすることにより，被害発生の蓋然性を考慮せず，危険性の有無を抽象的

にしか判断していないものであり，また，高度の専門技術的知識，知見を踏ま

えず，かつ，原子炉等規制法をはじめとする行政法規の在り方や内容にもかか

わらず，裁判所が独自に判断できるとした結果，個々の事実認定においても，

判断に不可欠な基本的事項についての正しい理解を欠いていたり，科学的・専

門技術的知見に基づく客観的証拠や経験則に違背する独自の誤った認定をして

いたりするなど，不当な点が数多く存在している。

そこで，本書面では，人格権侵害に基づく差止請求の要件及びその判断につ

いて述べた（下記第1）上で，福井地裁判決の認定判断が誤っていることを述

べ（後記第2)，同判決における主な争点のうち，本件訴訟にも関連する事項に

ついて，同判決の事実認定が大きな誤りを犯した不当なものであることを述べ

る（後記第3)。

第1人格権侵害に基づく差止請求の要件及びその判断

1人格権侵害に基づく差止請求の要件としての「具体的危険性」

人格権に基づく差止請求権は，相手方の行為を直接制約することを求め

るものであるが，これを定めた明文の規定が存せず，その要件等が自明で

はない。そして，極めて広範囲の人格的禾|｣益をすべて人格権の内容を成す

ものとするとその概念内容がますます広範ないし抽象的になるため，いき

おい権利の外延が不明確となり，その要件も不明確にならざるを得ないの

で，人格権に基づく差止請求権に関する法解釈は厳格になされなければな

らない。

人格権に基づく差止請求権は，上記に述べたような性格を有するもので
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あるから，これが認められるためには，一般に，①生命，身体のような

重大な保護法益が侵害され被害の発生する危険性が切迫しており，②そ

の侵害により回復し難い重大な損害が生ずることが明らかであって，③

その損害が相手方（侵害者）の被る不利益よりもはるかに大きな場合で，

④差止め以外に代替手段がなく，差止めが唯一最終の手段であることを

要すると解されている。これらの要件のうち，①の保護法益の侵害による

被害発生の危険性が切迫していることを要するとする要件は，他の②ない

し④の要件の前提となるものであるが，単に論理的ないし抽象的，潜在的

なレベルの可能性があるというのでは足りず，被害発生の蓋然性が，侵害

が現存するのに匹敵するような程度に存在していることが必要であるとい

う意味での具体的危険性の存在が必要である。

（被告中国電力株式会社準備書面1の4，5頁）

福井地裁判決は，人格権が他の権利利益に絶対的に優先するかのように

述べているが（前掲判例時報85頁)，最高裁平成7年7月7日第二小法廷

判決・民集49巻7号2599頁（国道43号線訴訟事件）は，人格権に

基づく差止請求に関して，これを認容すべき違法性は受忍限度を超えた場

合に認められることを前提としつつ，違法性の判断要素及びその評価につ

き，侵害行為の態様と侵害の程度，被侵害利益の性質と内容，侵害行為の

持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか，侵害

行為の開始とその後の継続の経過及び状況，その間に採られた被害の防止

に関する措置の有無及びその内容，効果等の事情をも考慮し，これらを総

合的に考察してこれを決すべきものであるとの趣旨を判示し，侵害行為の

態様，侵害の程度，侵害行為の持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程

度等を考慮することを求めているのであって，人格権が他の権利利益に絶

対的に優先するかのような考え方を採っていない。
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